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財団法人神奈川県スキー連盟寄附行為 
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   第１章 総則  

（名称） 

第１条 この法人は、財団法人神奈川県スキー連盟という。 

（事務所） 

第２条 この法人は、事務所を神奈川県横浜市神奈川区台町 16 番地１号に置

く。 

（目的） 

第３条 この法人は、スキーの普及及び振興並びにスキーの技術の向上に関す

る事業 

    等を実施し、もって県民の心身の健全な発達に寄与することを目的と

する。 

（事業） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

 （１） スキーの普及及び振興に関する事業 

 （２） スキーの技術等に係る調査・研究に関する事業 

  （３） スキーの各種大会の開催に関する事業 

 （４） 指導者の育成に関する事業 

（５） 選手の育成に関する事業 

 （６） 競技会に対する役員及び選手の派遣に関する事業 

 （７） スキーに関する情報の収集及び提供に関する事業 

 （８） その他目的を達成するために必要な事業 

 

   第２章 資産、事業計画等  

（資産の構成） 
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第５条 この法人の資産は、次のとおりとする。 

（１） 設立当初の財産目録に記載された財産 

（２） 資産から生ずる収入 

（３） 事業に伴う収入 

（４） 寄付金品 

（５） その他の収入 

（資産の種別） 

第６条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の２種とする。 

 ２ 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 

  （１）設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 

  （２）基本財産とすることを指定して寄付された財産 

  （３）理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 

 ３ 運用財産は、基本財産以外の資産とする。 

（資産の管理） 

第７条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の

議決を経て、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社

に信託し、又 

         は国債､ 公債その他確実な有価証券に替えて、会長が保管する。 

（基本財産の処分の制限） 

第８条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れ

てはな ら              ない。ただし、この法人の事業遂行上やむを

得ない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ、神奈川県教育  委

員会（以下「教育委員会」という。）の承認を受けて、その一部に限

りこれらの処分をすることができる。 

（経費の支弁） 

第９条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。 

（事業年度） 

第 10 条 この法人の事業年度は、毎年６月１日に始まり、翌年５月 31 日に

終わる。 

（事業計画及び収支予算） 

第11条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、理事

会の議決を経て、毎事業年度開始前に、教育委員会に届け出なければ

ならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とす

る。 

（事業報告、収支決算書類等） 

第12条  この法人の事業報告及び収支決算書類は、会長が作成し、監事の意見

を付し、理事会の承認を受けて毎事業年度終了後３月以内に、教育委

員会に報告しなければならない。 
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（長期借入金） 

第13条  この法人が借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもっ

て償還する短期借入金 を除き、理事会の議決を経、かつ、教育委員

会の承認を受けなければならない。 

（新たな義務の負担等） 

第１４条 第８条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定

めるも 

     のを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち

重要な 

      ものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。 

 

      第３章 役員、評議員及び職員  

（役員） 

第15条  この法人には、次の役員を置く。 

（１） 理事２２人以上２５人以内（うち、会長１人、副会長３人、専務

理事１人及び常務理事４人とする。） 

  （２）  監事 ２人 

（役員の選任） 

第16条  理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で会長、副会長、

専務理事及び常務理事を定める。 

２ 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在

数の３ 

  分の１を超えてはならない。 

 ３ 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 

（理事の職務） 

第 17条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき

は、会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代理し、又はその

職務を行う｡ 

 ３  専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を掌理する｡ 

 ４ 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、日常の事務を掌理す

る。 

５ 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。 

（監事の職務） 

第 18 条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務

を行う。 

 （１） 法人の財産の状況を監査すること 

（２） 理事の業務執行の状況を監査すること 
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（３） 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、こ

れを教 

    育委員会、理事会及び評議員会に報告すること 

（４） 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会を招集

するこ 

    と。     

（役員の任期） 

第 19条 この法人の役員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

２ 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とし、増員により

選任さ   

  れた役員の任期は現任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任す

るまでは、その職務を行わなければならない。 

 

（役員の解任） 

第20条  役員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会において評議

員現在数の４分の３以上の議決により、解任することができる。 

 （１） 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき 

（２） 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったと

き 

２ 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う評

議員会 

  において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。 

（役員の報酬） 

第 21条 役員は、有給とすることができる。 

 ２ 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。 

（評議員） 

第 22条 この法人には、評議員４７人以上５０人以内を置く。 

 ２ 評議員は、理事会で選出し、会長が任命する。 

３  特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員

現在数の３分の１を超えてはならない。 

４ 評議員は、理事又は監事を兼ねることができない。 

５ 第19条及び第20条の規定は、評議員の任期又は解任について準用する。

この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と、

「評議員会」とあるのは「理事会」と、「評議員現在数」とあるのは「理

事現在数」と読み替えるものとする。 

 ６ 評議員は、評議員会を組織する。 

（職員） 
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第 23条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。 

 ２ 職員は、会長が任免する。 

 ３ 職員は、有給とする。 

 

   第４章 名誉会長、顧問及び参与  

（名誉会長、顧問及び参与） 

第 24条 この法人には、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。 

 ２ 名誉会長、顧問及び参与は理事会の推薦により会長が委嘱する。 

 ３ 名誉会長は、会長及び理事会に対して必要に応じ助言することができる。 

 ４ 顧問は、特定事項について会長の諮問に応ずる。 

 ５ 参与は、特定事項について理事会の諮問に応ずる。 

 

 

   第５章   会    議  

（理事会の開催） 

第25条  理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事現在数の３分の１以上か

ら会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。 

（理事会の招集） 

第26条  理事会は、会長が招集する。 

２ 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容

並びに 

   日時及び場所を示して、開会の日の７日前までに文書をもって通知しな

ければ 

    ならない。 

（理事会の議長） 

第 27条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。 

（理事会の定足数等） 

第28条  理事会は、理事現在数の３分の２以上の者が出席しなければ、その議

事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面を

もってあらかじめ意思を表示した者は､出席者とみなす｡ 

２ 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出

席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

（理事会の議事録） 

第29条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれ

ばならない。 

（１） 理事会の日時及び場所 

  （２） 理事の現在数 
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 （３） 出席理事の氏名 

 （４） 議決事項 

  （５） 議事の経過の概要及びその結果 

 （６） 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長のほか、出席理事のうちからその理事会において選出

された議事録署名人２人以上が署名押印しなければならない。 

（評議員会の意見聴取） 

第30条  理事会は、次に掲げる事項について議決しようとするときは、あらか

じめ評議員会の意見を聴かなければならない。 

   （１） 事業計画及び収支予算に関する事項 

   （２） 事業報告及び収支決算に関する事項 

  （３） 基本財産の処分又は担保の提供に関する事項 

  （４） 長期借入金に関する事項 

  

（５） 第１号、第３号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担

及び権 

    利の放棄に関する事項 

  （６） その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認め

るもの 

（評議員会) 

第31条  評議員会は、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に

応じて調査審議し、その結果を報告し、及び理事会に対し必要と認め

る事項について建議する。 

２ 第 25条、第 26条、第 28条及び第 29条の規定は、評議員会について

これを準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とある

のは「評議 

  員会」と、「理事現在数」とあるのは「評議員現在数」と、理事」とあ

るのは 

  「評議員」と、「出席理事」とあるのは「出席評議員」と読み替えるも

のとす 

  る。 

（評議員会の議長） 

第 32条 評議員会の議長は、会議のつど、出席評議員の互選で定める。 

 

      第６章 加盟団体  

（加盟団体） 

第33条  この法人の加盟団体は、この法人の目的に賛同する神奈川県内の団体

で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 
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   （１） 市町村又は郡を単位とするスキー団体 

   （２） 中学校、高等学校等における体育の振興を目的とする県単位の団体 

（加盟の方法） 

第34条  この法人の加盟団体になろうとする団体は、会長に加盟の申し込みを

し、理事会の承認を受けなければならない。 

（会費の納入） 

第 35条 加盟団体は、毎年度会費を納入しなければならない。 

 ２ 前項の会費の額は、理事会で定める。 

（脱退） 

第36条  加盟団体が脱退しようとするときは、理由を付して脱退届を会長に提

出しなければならない。（除名） 

第37条  加盟団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において

理事現在数の４分の３以上の同意により、除名することができる。 

   （１） 会費を２年以上納入しないとき。 

   （２） その他この法人の加盟団体として不適当と認められるに至ったとき。 

２ 前項第２号に該当して除名しようとする場合は、除名の決議を行う理事

会において、その加盟団体に弁明の機会を与えなければならない。 

 

 

 

     第７章 寄附行為の変更及び解散  

（寄附行為の変更）                                                                          

第３８条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々の４分の３以

上の議    

      決を経、かつ、教育委員会の認可を受けなければ変更できない｡ 

（解散） 

第３９条  この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々の４分の３

以上の 

      議決を経、かつ、教育委員会の承認を受けなければならない｡ 

 

（残余財産の処分） 

第４０条  この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の

各々の 

           ４分の３以上の議決を経、かつ、教育委員会の許可を受けて、この

法人の 

           目的に類似の目的を有する団体に寄付するものとする。 

 

   第８章   雑     則 
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（書類及び帳簿の備付等） 

第４１条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。

ただし、 

     他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、こ

の限り 

     でない。 

  （１） 寄附行為 

  （２） 役員、評議員、名誉会長、顧問、参与及びその他職員の名簿及び履

歴書 

  （３） 財産目録 

  （４） 資産台帳及び負債台帳 

  （４） 設立許可書等教育委員会の許可、認可及び承認に関する書類 

  （５） 理事会及び評議員会の議事に関する書類 

  （６） 収入支出に関する帳簿及び証拠書類 

  （８） 処務日誌 

  （９） 官公署往復書類 

  （１０）その他必要な書類及び帳簿 

２ 前項第１号から第６号までの書類及び帳簿は永年、同項第７号の帳簿及

び書類 

  は 10年以上、同項第８号から第 10号までの書類及び帳簿は１年以上保

存し 

  なければならない。 

（細則） 

第 4２条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定

める。 

 

 

 

 

   附  則 

１．従前の神奈川県スキー連盟に属した権利・義務はこの法人が継承する。 

２．この財団法人神奈川県スキー連盟の寄附行為の施行日を平成８年５月３１    

    日とする。 

３．この法人の設立当初の理事、監事、評議員及び加盟団体は第１６条第１項、 

  第２２条２項、第３３条の規定にかかわらず、別表１、２、３とする。 
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別表第１（附則第３項関係） 

 理事(会長)   河野 洋平 

 理事(副会長) 本田 安男 

 理事(副会長) 片岡 春夫 

 理事(副会長) 鈴木 忠昭 

 理事(専務理事)柴田 伸彦 

 理事(常務理事)佐藤 嘉彦 

 理事(常務理事)佐伯 英雄 

 理事(常務理事)山田  隆 

 理事(常務理事)山田  力 

 理事     早川 博基 

 理事     小松 良昭 

 理事     平澤 幸一 

 理事      勝又 敬夫 

 理事     水島 三千夫 

 理事          近藤 公昭 

  理事          宮下 潤一 

  理事          根本 孝夫 

  理事          三塚 康雄 

 理事      飯塚 明巳 

 理事      工藤 政蔵 

 理事          小山 正治 

 理事      小野寺 忠直 

 監事          廣瀬 稔 

監事          徳田 耕作 

 

 

 

 

別表第２（附則第３項関係） 

  評議員 須藤 照彦            評議員 井上 敏郎 

  評議員  相澤 重明       評議員 荒井 一美 

  評議員  田村 由郎             評議員  高橋 晃 

  評議員  村山 政幸             評議員 河合 輝一郎 

 評議員 佐藤 純夫             評議員 川岸 保貴 

 評議員 山崎 勉              評議員 石渡 善司 

 評議員 田中 義孝 

  評議員 関根 広美 
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 評議員 鳥羽 洋一郎 

  評議員 鈴木 正儀 

  評議員  大澤 佑吉 

  評議員  片  忠夫 

 評議員  中村 孝 

  評議員 土屋 広夫 

  評議員  松浦 益司郎 

  評議員 小室 静雄 

 評議員  木村 徳善 

 評議員 勝島 忠秋 

  評議員 山嵜 七郎 

  評議員 木村 信吉 

  評議員 大川 廣志 

  評議員 二宮 信雄 

 評議員 石田 久夫 

 評議員 今野 充雄 

 評議員 渡部  節 

 評議員 山本 豊 

 評議員 山上 晃 

 評議員 坂井 登 

 評議員  遠藤 功 

 評議員 佐藤 博一 

  評議員 大賀 栄 

 評議員 長谷川 藤子 

 

 

 

 

別表第３（附則第３項関係） 

  横浜スキー協会 

  川崎スキー協会 

  小田原スキー協会 

  横須賀スキー協会 

  相模原市スキー協会 

 茅ヶ崎スキー協会 

  藤沢スキー協会 

 平塚スキー協会 

 鎌倉スキー協会 
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 逗子スキー協会 

 大和市スキー協会 

 足柄スキー協会 

 秦野市スキー協会 

 座間スキー協会 

 伊勢原市スキー協会 

  厚木市スキー協会 

  津久井スキー協会 

 南足柄市スキー協会 

 神奈川県高等学校体育連盟 

  愛川町スキー協会 

  綾瀬スキー協会 

 

附則 

この寄附行為は神奈川県教育長の許可の日（平成１１年７月９日）から施行す

る。 

 

 

 

 


